
 

◆６月上旬を目処に受講可否について通知します。 

◆6月 10日（月）を過ぎても通知が届かない場合は、下記連絡先まで連絡してください。 

◆基礎研修申込みに必要な書類 

※初任者研修（区分２）のみの受講希望者は提出不要 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記必要書類を、下記提出先に郵送してください ５月 1３日（月）必着 

 

提出先 〒9５０-０１２１  新潟市江南区亀田向陽４丁目２－１ 

     中央福祉相談センター 障害者相談支援室 

【申込者全員】 

① 所属長の推薦書（様式１） 1通 
② レターパックライト（宛名を記入済みのもの）１通 

 

【該当者のみ】 

③相談支援従事者初任者研修受講証明書（修了証書）の写し １通 

  初任者研修を過年度に受講済みの場合 

④相談支援従事者初任者研修受講申込書の写し １通 

  初任者研修を令和６年度中に他県で受講予定の場合 

はい 

基礎研修のみの 

申込はできません 

いいえ はい 

初任者研修（区分２）のみ

の申込はできません 

 

サービス管理責任者等基礎

研修は受講済みですか？ 

サービス管理責任者等基礎研修及び 

相談支援従事者初任者研修（区分２）

両方の受講を希望 

相談支援従事者初任者研修

（区分２）のみ受講希望 

◆ホームページ上の申込フォームから必要事項を記入し申込みをしてください（5月 10日（金）〆切） 

【中央福祉相談センターホームページ】 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chuofukushi/ 

いいえ 

相談支援従事者初任者 

研修は受講済みですか？ 

サービス管理責任者等 

基礎研修のみ受講希望 

別紙１ 

「相談支援従事者初任者研修（区分２）」及び「サービス管理責任者等基礎研修」の申込みの流れ 

  

  

【連絡先】 

新潟県中央福祉相談センター 障害者相談支援室 

☎025-364-0068 （受付時間 8:30～17:15） 

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chuofukushi/

